
労 働 相 談
兵庫労働局・川西市 一体的実施事業

『職場のトラブル』で悩んでいるあなたに！
　兵庫県社会保険労務士会所属の

社会保険労務士がご相談に応じます。

申込・問い合わせ先
　川西市 産業振興課
　　☎０７２-７４０-１１６２

□対面 　／　電話☎ ／ □オンライン
　対面の場合、川西市役所２階　相談室となります。

毎月第２、４水曜日（祝日の場合は、木曜日）※

　①9：3０　／　②１0：1０　／　③１0：5０　【各回４０分】
日　時　

退職時
(リストラ

退職時の条件）

契約労働条件
(賃金、労働
時間、休暇等)

育児介護法
（育児・介護と
仕事の両立）

ハラスメント
職場の人間関係

秘密厳守、費用は無料です。職場での困りごと、
労働関係のお悩み、どこに相談したら良いのか
分からないこと、お気軽にご相談ください。

相 談
無 料

社会保険
（雇用保険・
労災保険）

実　施
方　法　

予　約　 開催週の前金曜日までに、電話でご予約ください。
　当日空きがある場合、相談は可能ですが、対面／電話のみとなります。

R８.4改訂

令和8年度より
実施方法を拡充します！

※　開催週の前金曜日までに予約がない場合、労働相談は実施しません。

詳しくは
市HPをご確認ください


